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「
骨
粗
し
ょ
う
症
」
予
防
の
た

め
、
日
常
生
活
を
振
り
か
え
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

3
市
内
在
住
の
方

※
１
年
以
内
に
同
講
座
を
受
講
の

方
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

4
１２
月
９
日
（
水
）
午
前
１０
時
〜

午
後
３
時
３０
分

5
健
康
福
祉
会
館

6
午
前
＝
骨
密
度
測
定
・
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
、
運
動
の
話
と
実
技
　

午
後
＝
骨
粗
し
ょ
う
症
の
病
態
と

治
療
、
予
防
食
に
つ
い
て

9
整
形
外
科
医
師
、
健
康
運
動
指

導
士
、
栄
養
士
、
保
健
師

8
６０
人
（
申
し
込
み
順
）

2
１１
月
２４
日
正
午
か
ら
電
話
で
町

田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
1
７
２

４
・
５
６
５
６
）
へ
。

1
健
康
課
1
７
２
５
・
５
１
７
８

シ
ル
バ
ー
ピ
ア

「
も
り
の
」・「
あ
い
は
ら
」

　
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
と
は
高
齢
者
に

配
慮
し
た
仕
様
（
段
差
解
消
、
手

す
り
、
緊
急
通
報
等
）
を
備
え
、

安
否
の
確
認
等
を
行
う
生
活
協
力

員
が
配
置
さ
れ
た
住
宅
で
す
。

　
募
集
戸
数
は
、
「
も
り
の
」
が

単
身
者
用
１
Ｄ
Ｋ
１
戸
、
世
帯
者

用
２
Ｄ
Ｋ
１
戸
、
「
あ
い
は
ら
」

が
単
身
者
用
１
Ｄ
Ｋ
１
戸
で
す
。

3
以
下
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
方

①
市
内
に
３
年
以
上
居
住
し
て
い

る
満
６５
歳
以
上
の
単
身
者
で
自
立

可
能
な
方
、
ま
た
は
６５
歳
以
上
を

含
む
満
６０
歳
以
上
の
２
人
暮
ら
し

高
齢
者
世
帯
②
平
成
２０
年
中
の
所

得
が
単
身
者
は
２
５
６
万
８
０
０

０
円
以
内
、
２
人
世
帯
は
２
９

４
万
８
０
０
０
円
以
内
③
立
ち

退
き
な
ど
で
住
宅
に
困
っ
て
い
る

方
④
自
立
し
て
生
活
の
で
き
る
方

⑤
原
則
と
し
て
保
証
人
の
い
る
方

入
居
時
期
２
０
１
０
年
４
月
１
日

以
降

申
込
用
紙
配
布
期
間
１１
月
２４
日

（
火
）
〜
１２
月
３
日
（
木
）

配
布
場
所
高
齢
者
福
祉
課
、
各
市

民
セ
ン
タ
ー
、
町
田
駅
前
連
絡
所

※
土
・
日
曜
日
は
町
田
駅
前
連
絡

所
の
み
配
布

2
１２
月
７
日
ま
で
に
高
齢
者
福
祉

課
（
1
７
２
４
・
２
１
４
１
）

へ
。

　
知
的
・
身
体
的
に
障
が
い
を
お

持
ち
の
成
人
の
方
々
が
通
所
す
る

施
設
で
す
。

募
集
人
員
１
人

勤
務
内
容
主
に
利
用
者
へ
の
生
活

全
般
の
介
助
等

勤
務
場
所
ひ
か
り
療
育
園

勤
務
期
間
２
０
１
０
年
１
月
４
日

〜
３
月
３１
日
（
更
新
可
）

勤
務
日
時
原
則
、
月
〜
金
曜
日
、

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

2
電
話
で
１１
月
２４
日
〜
３０
日
に
町

田
市
障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ひ
か
り
療
育
園
」
（
1
７
９
４

・
０
７
３
０
）
へ
。

高
齢
者
の
皆
さ
ん
と

そ
の
家
族
を
応
援
し
ま
す

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

高
齢
者
の
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
長
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
、
市
内
１５
か
所
に
設
置
し
て
い

る
公
的
機
関
で
す
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
①
困
っ
た
時
の
相
談
・
支
援

②
地
域
で
支
え
合
う
た
め
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
③
元
気
で
安
心

し
て
暮
ら
す
た
め
の
介
護
予
防
講

座
等
の
開
催
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
家
族
を
介
護
し
て
い
る

方
を
対
象
と
し
た
「
家
族
介
護
者

交
流
会
」
も
定
期
的
に
行
っ
て
い

ま
す
。
介
護
者
同
士
で
日
頃
の
悩

み
を
話
し
合
っ
た
り
情
報
交
換
す

る
な
ど
、
お
互
い
を
支
え
合
う
こ

と
を
目
的
に
交
流
会
は
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
お
住
ま
い
の
町
に
よ
っ
て
担
当

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
担
当
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
連
絡
先
は

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

1
高
齢
者
福
祉
課
1
７
２
４
・
２

１
４
６

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

予
防
接
種

健
康
づ
く
り

ご
　
案
　
内

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

こ
つ
こ
つ
教
室

入

居

者

募

集

ひ
か
り
療
育
園
 

臨
時
職
員
募
集

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

1健康課1725・542212月のBCG予防接種のご案内
期　日 会　場 受付時間 対　象 持ち物

3か月～
6か月未満の
子ども

鶴川市民センター

小山市民センター

健康福祉会館

午前10時～11時30分

午前10時～11時30分

午後1時30分～3時

1日（火）

4日（金）

17日（木）

母子手帳
予診票

会　場事業名 期　日 内　容対　象時　間

12月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい 1健康課　1725・5422

午後1時30分～4時

午前9時55分～11時45分
受付　午前9時30分から

受付
午前9時45分～11時30分
午後1時30分～3時

16～27週の
妊婦

4～5か月児

2か月～
就学前の
お子さんと
保護者

4日（金）

初
期

7日、14日、21日、28日（月）

健康福祉会館

もうすぐママ・
パパのための
ぶれぴよクラス
（母親学級）
－4日間コース－
（申し込み制）

　離乳食講習会
　（申し込み制）
※後期の申し込みのみ
　11月24日から町田市
　コールセンター（17
　24・5656）へ。

乳幼児母性相談
※母子手帳を
　お持ちのうえ、
　直接会場へ
　おいで下さい。

健康福祉会館

健康福祉会館

堺市民センター

リサイクル文化センター

鶴川分館

子どもセンターばあん

11日（金）

18日（金）

19日（土）

11日（金）
または
21日（月）

後
期 18日（金）

11日（金）

3日（木）

16日（水）

9日（水）

離乳食の進め方のお話と試食

離乳食後期のお話と試食、歯の話

身長・体重測定、保育相談
離乳食相談、歯科相談
母親の身体の相談

8～9か月児

快適なマタニティライフのために

妊娠中の日常生活と保育
妊婦体操（実習）

歯の衛生、生活と栄養

もく浴法（実習）、グループワーク午前10時～午後0時30分

　
市
で
は
（
社
）
地
方
税
電
子
化

協
議
会
の
運
営
す
る
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
、
市

税
の
電
子
申
告
受
付
を
開
始
し
ま

す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
申
告
や
届
出
を
行

う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
直
接
窓

口
へ
出
向
い
た
り
、
郵
送
す
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
当
面
は
主
に
法
人
や
個
人
の
事

業
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
下
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
市
税
は
？
】

▽
法
人
市
民
税
（
各
申
告
、
法
人

設
立
・
設
置
届
、
異
動
届
）

▽
個
人
住
民
税
（
給
与
支
払
報
告

書
、
給
与
所
得
者
異
動
届
、
特
別

徴
収
義
務
者
の
所
在
地
・
名
称
変

更
届
な
ど
）

▽
事
業
所
税
の
申
告

▽
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
の
申

告
）

【
利
用
方
法
は
？
】

　
電
子
申
告
を
利
用
す
る
た
め
に

は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://w

w
w
.eltax. 

jp/

）
か
ら
利
用
届
出
を
行
い
ま

す
。

①
電
子
証
明
書
の
取
得

　
利
用
届
出
の
際
に
電
子
証
明
書

の
添
付
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
エ

ル
タ
ッ
ク
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
し
て
下
さ
い
。

②
利
用
者
Ｉ
Ｄ
の
取
得

　
利
用
届
出
（
新
規
）
を
す
る

と
、
「
利
用
者
Ｉ
Ｄ
」
を
取
得
で

き
ま
す
。

※
既
に
他
の
自
治
体
へ
届
出
済
の

方
は
利
用
届
出
（
変
更
）
を
行
っ

て
下
さ
い
。

③
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
入
手

　
申
告
デ
ー
タ
作
成
の
た
め
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
（
Ｐ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｓ
ｋ
な

ど
）
が
必
要
で
す
。
Ｐ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｓ

ｋ
は
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

④
申
告
方
法

　
申
告
デ
ー
タ
に
電
子
署
名
を
付

与
し
、
電
子
証
明
書
を
添
付
の
う

え
、
申
告
先
の
自
治
体
を
選
び
送

信
し
ま
す
。

【
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
の
問
い
合
わ
せ
先
】

　
（
社
）
地
方
税
電
子
化
協
議
会

1
０
５
７
０
・
０
８
１
４
５
９
、

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
、
１２
月
２９
日

〜
１
月
３
日
を
除
く
）
、
午
前
８

時
３０
分
〜
午
後
８
時

【
町
田
市
の
問
い
合
わ
せ
先
】

▽
法
人
市
民
税
＝
市
民
税
課
諸
税

証
明
係
1
７
２
４
・
２
１
１
３

▽
個
人
住
民
税
＝
市
民
税
課
特
別

徴
収
係
1
７
２
４
・
２
１
１
５

▽
事
業
所
税
＝
資
産
税
課
家
屋
係

1
７
２
４
・
２
１
１
８

▽
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
＝

資
産
税
課
償
却
資
産
係
1
７
２
４

・
２
１
１
９

【
国
税
電
子
申
告
イ
ー
タ
ッ
ク
ス

の
ご
案
内
】

　
所
得
税
、
法
人
税
な
ど
の
国
税

は
、
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
）
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
等
の
際
は
、
ぜ
ひ
、

ご
利
用
下
さ
い
。
詳
細
は
国
税
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp/

）
を
ご
覧

下
さ
い
。

市
税
市
税
の
電
子
申
告

電
子
申
告
が

利
用
で
き
ま
す

利
用
で
き
ま
す

市
税
の
電
子
申
告
が

利
用
で
き
ま
す

12月

から

14日

地方公共団体

自宅自宅自宅

オフィスオフィスオフィス

eLTAX
ポータル
センタ

インター
ネット

●次からはeLTAXへログイン
　して利用届出（変更）

A県

B市

町田市

●最初は利用届出（新規）で
　利用者IDを取得

・複数の提出先の追加
・利用者情報の修正
　・・・など

利用届出（変更）

一度
だけ

eLTAX

利用届出利用届出
（新規）（新規）
利用届出
（新規）

利用者ID：××××
暗証番号：＊＊＊

必
要
に
応
じ


